
 

京 都 市 消 防 局 訓 令 乙 １ １ 号   
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 京都市消防団員服制規程の一部を次のように改正する。 

平成２３年３月３１日 

京都市消防局長 三 浦 孝 一   

 別表第１合冬服の項中 
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改め，同表夏服の項中 
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改め，同表第５図１（女性用）を次のように改める。 

 （長そで） 

    前 面            後 面 
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（半そで） 

    前 面            後 面 

 

 

 

 

 

 

 

 別表第２防火帽の項中「青色」を「濃紺メタリック色」に，「後面には」を「帽の左右の

側面に，「消防団」の文字を銀色の反射材で入れ，帽の後面に」に改め，同表防火衣の項中 

「 
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表訓練用防火帽の項及び訓練用防火衣の項を削り，同表安全ベストの項中「第５図１」を

「第３図１」に，「第５図２」を「第３図２」に改め，同表京都市カラーガード隊被服の項

中「第７図１（１）」を「第４図１（１）」に，「第７図１（２）」を「第４図１（２）」に，

「第７図２（１）」を「第４図２（１）」に，「第６図２（２）」を「第４図２（２）」に，「第

」

を

」

に改め，同 



 

６図３（１）ア」を「第４図３（１）ア」に，「第６図３（２）ア」を「第４図３（２）ア」

に，「第６図４（１）ア」を「第４図４（１）ア」に，「第６図４（２）ア」を「第４図４

（２）ア」に，「第６図５」を「第４図５」に改め，同表機甲分団ベストの項中「第７図」

を「第５図」に改め，同表応急救護分団被服の項中「第８図１」を「第６図１」に，「第８

図２」を「第６図２」に，「第８図３」を「第６図３」に改め，同表第１図１を次のように

改める。 

 １ 制式 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

                           しころ 

 

別表第２第２図を次のように改める。 

 

 
 

消防団 

○○分団 

分団名を明示する文字



 

別表第２中第３図及び第４図を削り，第５図を第３図とし，第６図から第８図までを２

図ずつ繰り上げる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の京都市消防団員服制規程の規定による防火帽及び防火衣は，

当分の間，これを使用することができる。 

（消防局総務部庶務課） 

 


